
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
三
条
―
第
三
十
八
条
」
に

改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
次
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
対
し
、
」
を

削
り
、
「
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
」
の
下
に
「
（
国
内
に
あ
る
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
の
送
信
又
は
国
内
に
あ
る
電
気
通
信
設
備
へ
の
送
信
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

」
を
加
え
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
三
条
中
「
次
の
事
項
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
当
該
送
信
者
」
の
下
に
「
（
当
該
電

子
メ
ー
ル
の
送
信
に
つ
き
送
信
委
託
者
が
い
る
場
合
は
、
当
該
送
信
者
又
は
当
該
送
信
委
託
者
の
う
ち
当
該
送
信
に
責
任
を
有



す
る
者
）
」
を
加
え
、
「
及
び
住
所
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
次
条
」
を
「
前
条
第
三
項
本

文
」
に
改
め
、
「
当
該
送
信
者
の
」
を
削
り
、
「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」
の
下
に
「
又
は
電
気
通
信
設
備
を
識
別
す
る
た
め

の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第

四
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
制
限
）

第
三
条

送
信
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
対
し
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

あ
ら
か
じ
め
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
旨
又
は
送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
を
送
信
者

又
は
送
信
委
託
者
（
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
委
託
し
た
者
（
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
及
び
営
業
を
営
む
場
合
に
お
け
る

個
人
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
通
知
し
た
者

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
送
信
者
又
は
送

信
委
託
者
に
対
し
通
知
し
た
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
特
定
電
子
メ
ー
ル
を
手
段
と
す
る
広
告
又
は
宣
伝
に
係
る
営
業
を
営
む
者
と
取

引
関
係
に
あ
る
者



四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
公
表
し
て
い

る
団
体
又
は
個
人
（
個
人
に
あ
っ
て
は
、
営
業
を
営
む
者
に
限
る
。
）

２

前
項
第
一
号
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に
求

め
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

送
信
者
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ

う
に
求
め
る
旨
（
一
定
の
事
項
に
係
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

の
通
知
を
受
け
た
と
き
（
送
信
委
託
者
が
そ
の
通
知
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
通
知
に
示
さ
れ
た
意
思
に
反
し

て
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
の
意
思
に
基
づ
き
広
告
又

は
宣
伝
以
外
の
行
為
を
主
た
る
目
的
と
し
て
送
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
広
告
又
は
宣
伝
が
付
随
的
に
行
わ
れ
る
場

合
そ
の
他
の
こ
れ
に
類
す
る
場
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
を
削
る
。

第
六
条
中
「
、
自
己
又
は
他
人
の
営
業
に
つ
き
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
た
め
の
手
段
と
し
て
」
を
削
り
、
「
電
子
メ
ー
ル
の

送
信
を
」
を
「
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る



電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
よ
る
送
信
の
禁
止
）

第
六
条

送
信
者
は
、
自
己
又
は
他
人
の
営
業
の
た
め
に
多
数
の
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
目
的
で
、
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
条
中
「
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
若
し
く
は
送
信
者
情
報
を
偽
っ
た
電
子
メ
ー

ル
」
を
「
送
信
者
情
報
を
偽
っ
た
電
子
メ
ー
ル
若
し
く
は
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
」

に
改
め
、
「
当
該
送
信
者
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
電
子
メ
ー
ル
に
係
る
送
信
委
託
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
係
る
第

三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
通
知
の
受
領
、
同
条
第
二
項
の
記
録
の
保
存
そ
の
他
の
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
係
る

業
務
の
一
部
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
つ
き
、
当
該
送
信
委
託
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
送
信
者
及
び
当
該
送
信
委
託
者
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
又
は
送
信
者
情
報
を
偽
っ
た
電
子
メ
ー
ル
」
を
削
り
、
「
、
第
四
条
又
は
第
六
条
」
を
「
か
ら
第
五
条

ま
で
」
に
、
「
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
」
を
「
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条

」
に
改
め
る
。



第
十
条
第
一
項
中
「
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
又
は
送
信
者
情
報
を
偽
っ
た
電
子
メ

ー
ル
」
を
「
送
信
者
情
報
を
偽
っ
た
電
子
メ
ー
ル
又
は
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
」
に

改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
は
」
の
下
に
「
、
送
信
者
情
報
を
偽
っ
た
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

自
己
の
電
子
メ
ー
ル
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
そ
の
利
用
者
に
お
け
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
上
の
支

障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
送
信
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
送
信
委
託
者
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
前
三
条
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
」
に
、
「
又
は
人
に
対
し
て
も
、
」
を
「
に
対
し
て
当
該
各
号

に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
三
十
四
条

三
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
又
は
前
条

各
本
条
の
罰
金
刑



第
三
十
四
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
こ
れ
ら
」
を
「
同

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
命
令
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
記
録
の
保
存
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
違
反
し
た
者

二

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

第
三
十
一
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
四
章
中
第
三
十
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
送
信
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
求
め
）

第
二
十
九
条

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業
者
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
電



子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
又
は
電
気
通
信
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
等

の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
た
も
の
又
は
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
の
送
受
信
の
た
め

に
用
い
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
送
信
者
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
権
利
を
付
与
し
た
も
の
か
ら
、
当
該
権
利
を

付
与
さ
れ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
そ
の
他
の
当
該
権
利
を
付
与
さ
れ
た
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
国
執
行
当
局
へ
の
情
報
提
供
）

第
三
十
条

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
を
執
行
す
る
外
国
の
当
局
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国

執
行
当
局
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
職
務
（
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
職
務
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
遂
行
に
資
す
る
と
認
め
る
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
当
該
情
報
が
当
該
外
国
執
行
当
局
の
職
務
の
遂
行
以
外
に
使
用
さ
れ
ず

、
か
つ
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
な
け
れ
ば
外
国
の
刑
事
事
件
の
捜
査
（
そ
の
対
象
た
る
犯
罪
事
実
が
特
定
さ
れ
た
後

の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
審
判
（
同
項
に
お
い
て
「
捜
査
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
が
と
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

総
務
大
臣
は
、
外
国
執
行
当
局
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
情
報
を
当
該
要
請
に
係
る
外
国
の
刑
事
事
件
の
捜
査
等
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
要
請
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
等
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
が
政
治
犯
罪
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
要
請
が
政

治
犯
罪
に
つ
い
て
捜
査
等
を
行
う
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

当
該
要
請
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
等
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
係
る
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と

し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
が
日
本
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
罪
に
当
た
る
も
の
で
な
い
と
き
。

三

日
本
国
が
行
う
同
種
の
要
請
に
応
ず
る
旨
の
要
請
国
の
保
証
が
な
い
と
き
。

４

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
同
意
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

に
つ
い
て
法
務
大
臣
の
確
認
を
、
同
項
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
外
務
大
臣
の
確
認
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）



第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
つ
い
て
の
同
意
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
既
に
特
定
電
子
メ
ー
ル
（
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
電
子
メ
ー

ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
送
信
者
（
新
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
送
信
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
送
信
委
託
者
（
新
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
送
信
委
託
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
送
信
を
求
め
る
旨
又
は
そ
の
送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
の
通
知
を
し
て
い
る
者

は
、
新
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
既
に
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
新
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
い
う
。
）
を
送
信
者
又
は
送
信
委
託
者
に
対
し
通
知
し
て
い
る
者
は
、
新
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な

す
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
既
に
送
信
者
又
は
送
信
委
託
者
に
さ
れ
て
い
る
通
知
で
あ
っ
て
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な



い
よ
う
に
求
め
る
旨
（
一
定
の
事
項
に
係
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

旨
）
の
も
の
は
、
新
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
知
と
み
な
す
。

（
措
置
命
令
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
命
令
（
新
法
中
相
当
す
る
規
定
の
あ
る
旧
法
の
規
定

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
新
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
命
令
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を

含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
電
気
通
信
に
係
る
技
術
の
水
準
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ



の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



理

由

電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
上
の
支
障
を
防
止
し
、
そ
の
良
好
な
利
用
環
境
を
維
持
す
る
た
め
、
広
告
宣
伝
の
手
段
等
と
し
て

送
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
、
現
行
の
方
式
を
見
直
す
と
と
も
に
、
報
告
徴
収
等
の
規
定
を
整
備
し

、
そ
の
実
効
性
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


